
伊部小学校 健康・衛生管理ガイドライン （旧 感染症対策ガイドライン） 

        令和５年４月 

備前市教育委員会による衛生管理面での方針 

児童の健康および衛生管理のため、以下のことに配慮する。 

① 換気 

② 手洗いの励行 

③ マスクの着脱（外したい人と外したくない人両方への配慮） 

伊部小の基本方針 

◎健康・衛生管理に対して，児童自身の自立を促す。 

○手洗い・マスク着用・咳エチケットなど，自分の健康を保持できることができるようにする。 

○健康・衛生管理上の対応について，人権的な配慮をお互いができるように指導する。 

○保護者・地域への情報発信や，職員間の情報共有・ガイドライン見直しを積極的にする。 

項 目 対 応 

学校生活全般 
マスク ○給食時や急に体調不良となった場合の備えとして，予備のマスクをランドセルの中に用意する。 

○マスクが必要だが予備マスクを忘れた場合は，職員室のマスクを着ける。 

○特に気温が高いときは，熱中症予防の必要性と，マスクを外すこと，水分補給を行うことについ

て十分指導する。 

手洗い ○登校後，業間の後，給食の前，掃除の後，下校前など，１日の中で，必ず複数回手を洗う。 

○清潔なハンカチ・ティッシュを必ず持参する。 

換気 

 

○どの教室も，対角線上の窓（上の窓も可）を１０～１５ｃｍ程度開けて常時換気をする。休み時

間は窓を全開放にして換気をする（３分程度）。エアコンやストーブ使用時も同様。ただし，気

温が非常に高くなる時期は，空調効果を下げないため，全開放はしない。 

※夏季は，エアコン利用の目安を２７℃とし，扇風機と併用する。別途示される利用方法につい

てのきまりを守る。室温が２７～２８℃になるよう，設定温度の上げ過ぎや下げ過ぎに気を付

ける。 

※冬季は，ストーブ設置が難しい学級はエアコンを利用する。カーテンを閉めて温度調節するな

ど工夫する。 

その他 ○大人数が集まる場合は，お互いの間隔を維持できるようにする。 

○自分の持ち物は自分のロッカーに入れる。 

○不必要に他の人や物に触らないようにする。 

学校行事 
○学校行事は，本ガイドラインや，各種通知等をもとに，配慮事項を考えて担当職員が提案する。 

○宿泊研修・校外学習については，先方の意向も確認し，感染症対策を行った上で実施できるよう計画する。 

保健室 

図書室 

の利用 

○保健室を利用する際は，職員室に連絡をとり，保健室の状況を確認してもらう。 

○感染症（新型コロナウイルス，インフルエンザ，ノロウイルス等）の流行がみられる場合は，体調不良児童

の受け入れは原則３名までとし，３名を超えた場合，相談室など別室を利用する。  

○図書室入室前は手洗いをする。休み時間の利用は以下の通りにする。 

 

  

※図書委員会の児童は，貸し出し作業には携わらない。 

 

登 校 

朝の会 

○登校後は必ず手洗いをする。 

○手洗いの機会と身の回りの清潔を兼ねて，自分の雑巾で自分の机を水ぶきする。使用する雑巾は，清潔を保

つ。 

○登校後すぐに健康チェックカードを提出する。（新型コロナウイルス感染症に関して感染症法上の扱いが変

わるまで） 

○朝の片付け後は着席し，静かに待つ。 

朝の時間 ５・６年 

業間   １・２年 

昼休み  ３・４年 
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授 業 
全体 ○個人持ちの教材教具を使用し，貸し借りはしない。共用のものは，使用前後に手洗いをする。 

○近距離での対面指導，児童同士の交流は避ける。グループ活動をする際は，座席を三角形の形に

するなど距離が保てるように工夫する。 

○大きな声を一斉に出す活動の際には，間隔を空けるなどの工夫をする。 

○教室移動の際は，静かに・間隔を開けて並び移動する。 

○特別教室の利用前後も手洗いをする。 

音楽 ○歌唱や管楽器を使用する場合は，音楽室・多目的教室など広い教室を使う。また，前後左右１ｍ

程度をめやすに間隔を取り，換気に配慮して実施する。 

体育 ○着替えは，換気をするなど環境を整えて行う。 

○授業の前後に手洗い・うがいをする。 

○体育館使用時は窓を開け換気をする。 

○夏季の運動時は，マスクを着けることにより熱中症が起こらないよう，十分気を付ける。 

家庭科 ○調理実習については，感染状況により実施を検討する。衛生管理に気を付けた方法で実施をす

る。 

休み時間 
○１０分休みは，トイレ以外は自分の教室で過ごす。不必要に廊下に出ない。 

○教室の窓を全開放して換気をする。ただし，気温が非常に高くなる時期は，空調効果を下げないため全開放

はしない。（常時換気） 

○業間後は必ず手洗いをする。 

給 食 

昼休み 

○配膳前に，当番の児童が消毒液で机を拭く。 

○配膳室入口や配膳室内では，大きな声でのあいさつはしない。また，配膳室内のものはむやみに触らない。 

○配膳は，自分のものを自分で取る。配膳後の給食の増減は，担任が行う。 

○授業と同じ座席隊形で，静かに食事をする。 

○給食時の放送は，声を出さずに楽しめる内容にする。 

○準備の時と同様に，片付けの時も，教員が引率する。片付け終了後，手洗いをしてから昼休みに入る。 

○歯みがきは，学年の実態に応じて，教室や水道前など密を避けられる場所で行う。また，うがいの時には，

飛沫を飛ばさないように吐き出したり，使う水道の間隔を開けたりする。 

○配膳室前で混雑することによるけがや事故を防ぐため，給食の片付け・昼休みの時刻を一部ずらす。食べる

時間の確保は各学級で対応する。 

 

 

 

 

 

掃 除 
○手洗い場やトイレを掃除する児童は，使い捨てビニール手袋を着用する。 

○必要に応じて，掃除時間に，消毒用洗剤を用いて掃除をしてもよい。 

○掃除後は必ず手洗いをする。 

帰りの会・下校 ○登校後同様，下校前に机を清掃する。 

職員の対策 
〇咳エチケット，手洗い，換気，身の回りの清潔など，基本的な衛生管理を職員室内でも実施する。 

〇本ガイドラインについて，必要に応じて見直しを行う。 

 

 

 

 

＜片付け 教室出発時刻＞ 

 13：00 高 

 13：05 中 

 13：10 低・仲よし 

＜昼休み＞ 

 13：05～13：20 高 

 13：10～13：25 中 

 13：10～13：25 低・仲よし 
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